
国民年金保険料の一部免除を受けたときは
残りの保険料の納付を忘れずに

医療費控除の確定申告について

ポリファーマシーについて　
～たくさんの薬を服用していませんか？～
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▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務 ☎０２８(６２２)４２８１

　　　　　　　　住民課　国保年金係 ☎　  ９１３４56

▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係 ☎　  ９１３４56

▶問い合わせ先＝税務課　住民税係 ☎　  ９１２２56

　国民年金の保険料には、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請して承認さ
れると納付が免除される制度があります。免除額には、全額免除・４分の３免除・半額免除・４分の１
免除の４種類があります。このうち全額免除以外は免除を受けた保険料の残りの保険料、つまり免
除されていない保険料を納めなければなりません。この保険料の納付を怠ると免除が承認されてい
ても、「保険料未納期間」となってしまいますのでご注意ください。

　申告する方やその方と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、令和２年中に支払った医
療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができ
ます。

令和２年に
支払った
医療費の総額

保険金などで
補てんされる
金額

所得の合計額が
２００万円までの
方は所得の合計
額の５％

医療費控除額
（最高２００万円）１０万円

毎月の保険料の４分の３を免除。令和２年度の場合は、月額１２，４００円が免除され、残りの
４，１４０円を納付しなければなりません。

●保険料の一部免除とは

　国民年金の保険料には納期限があります。毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなり
ません。
　また、２年を経過すると時効により保険料を納めることができなくなります。保険料の未納期間
が続くと、将来受け取る年金の額が減額になったり、受け取ることができなくなったりすることがあ
ります。保険料は納期限までに納付しましょう。

●保険料の納期限

・医療費控除の明細書
 医療費の領収書を「医療を受けた方」「医療機関（薬局）」「支払医療費」の順に整理・計算し、記入
したもの。
 ※平成２９年分の確定申告から医療費の領収書の添付又は提示は不要となりました。ただし、明   

細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から５年間税務署から領収書の提示又は提出を
求められる場合がありますので、ご自宅等で保存する必要があります。

 ※医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知(注)を添付することに
よって明細書の記載を簡略化することができます。ただし、医療費通知に記載がない月につい
ては、領収書をもとに医療費控除の明細書を作成してください。

(注)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載 
　　されたものをいいます。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月、療養を受けた方、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者 　

等が支払った医療費の額、保険者等の名称
　(例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)

●必要な書類等

・予防接種費用
・人間ドックなどの健康診断のための費用
・健康増進や疾病予防のための医薬品や健康食品の購入費用
・美容整形手術費用
・自己の都合で希望する特別室への差額ベッド代
・入院中の身の回りの品
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金
 ※令和元年以前の申告をする方は、税務署に申告してください。

●対象とならない医療費の例

たくさんの薬を服用することにより、副作用や体調に好ましくない影響を起こすことをポリファー
マシーといいます。高齢者では、処方される薬が６つ以上になると、ふらつき、めまい、物忘れ、食
欲低下等の副作用を起こす人が増えることが分かっています。

●ポリファーマシーとは

気になる症状があっても、勝手に薬を止めたり、減らしたりすることはよくありません。必ず、医師
や薬剤師に相談しましょう。

●気になる症状があるときは

お薬手帳は、同時に複数の医療機関や薬局を利用している場合でも、１冊にまとめましょう。医師
や薬剤師が現在の服薬状況を把握することができ、薬の重複や飲み合わせなどもチェックするこ
とができます。

●お薬手帳は１冊にまとめましょう

【４分の３免除】

毎月の保険料の半額を免除。令和２年度の場合は、月額８，２７０円が免除され、残りの８，２７
０円を納付しなければなりません。　　

【半額免除】

毎月の保険料の４分の１を免除。令和２年度の場合は、月額４，１３０円が免除され、残りの１２，
４１０円を納付しなければなりません。

【４分の１免除】

※医療費控除は税の負担を軽くするためのもので、支払った医療費等が還付されるものではありません。

-- ＝
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。
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▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務 ☎０２８(６２２)４２８１

　　　　　　　　住民課　国保年金係 ☎　  ９１３４56

▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係 ☎　  ９１３４56

▶問い合わせ先＝税務課　住民税係 ☎　  ９１２２56

　国民年金の保険料には、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請して承認さ
れると納付が免除される制度があります。免除額には、全額免除・４分の３免除・半額免除・４分の１
免除の４種類があります。このうち全額免除以外は免除を受けた保険料の残りの保険料、つまり免
除されていない保険料を納めなければなりません。この保険料の納付を怠ると免除が承認されてい
ても、「保険料未納期間」となってしまいますのでご注意ください。

　申告する方やその方と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、令和２年中に支払った医
療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができ
ます。

令和２年に
支払った
医療費の総額

保険金などで
補てんされる
金額

所得の合計額が
２００万円までの
方は所得の合計
額の５％

医療費控除額
（最高２００万円）１０万円

毎月の保険料の４分の３を免除。令和２年度の場合は、月額１２，４００円が免除され、残りの
４，１４０円を納付しなければなりません。

●保険料の一部免除とは

　国民年金の保険料には納期限があります。毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなり
ません。
　また、２年を経過すると時効により保険料を納めることができなくなります。保険料の未納期間
が続くと、将来受け取る年金の額が減額になったり、受け取ることができなくなったりすることがあ
ります。保険料は納期限までに納付しましょう。

●保険料の納期限

・医療費控除の明細書
 医療費の領収書を「医療を受けた方」「医療機関（薬局）」「支払医療費」の順に整理・計算し、記入
したもの。
 ※平成２９年分の確定申告から医療費の領収書の添付又は提示は不要となりました。ただし、明   

細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から５年間税務署から領収書の提示又は提出を
求められる場合がありますので、ご自宅等で保存する必要があります。

 ※医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知(注)を添付することに
よって明細書の記載を簡略化することができます。ただし、医療費通知に記載がない月につい
ては、領収書をもとに医療費控除の明細書を作成してください。

(注)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載 
　　されたものをいいます。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月、療養を受けた方、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者 　

等が支払った医療費の額、保険者等の名称
　(例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)

●必要な書類等

・予防接種費用
・人間ドックなどの健康診断のための費用
・健康増進や疾病予防のための医薬品や健康食品の購入費用
・美容整形手術費用
・自己の都合で希望する特別室への差額ベッド代
・入院中の身の回りの品
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金
 ※令和元年以前の申告をする方は、税務署に申告してください。

●対象とならない医療費の例

たくさんの薬を服用することにより、副作用や体調に好ましくない影響を起こすことをポリファー
マシーといいます。高齢者では、処方される薬が６つ以上になると、ふらつき、めまい、物忘れ、食
欲低下等の副作用を起こす人が増えることが分かっています。

●ポリファーマシーとは

気になる症状があっても、勝手に薬を止めたり、減らしたりすることはよくありません。必ず、医師
や薬剤師に相談しましょう。

●気になる症状があるときは

お薬手帳は、同時に複数の医療機関や薬局を利用している場合でも、１冊にまとめましょう。医師
や薬剤師が現在の服薬状況を把握することができ、薬の重複や飲み合わせなどもチェックするこ
とができます。

●お薬手帳は１冊にまとめましょう

【４分の３免除】

毎月の保険料の半額を免除。令和２年度の場合は、月額８，２７０円が免除され、残りの８，２７
０円を納付しなければなりません。　　

【半額免除】

毎月の保険料の４分の１を免除。令和２年度の場合は、月額４，１３０円が免除され、残りの１２，
４１０円を納付しなければなりません。

【４分の１免除】

※医療費控除は税の負担を軽くするためのもので、支払った医療費等が還付されるものではありません。

-- ＝

広報かみのかわ　2020.12.17

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


